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※本手引きには、利用者の理解が得られやすいよう一部に商品名を記載していますが、国土技術政策総
合研究所はこれらの商品を個別に推薦及び保証するものではありません。 

本手引きの概要（記載内容の早見図） 

 
本手引きは、景観法に基づき指定することが可能となった景観重要樹木について、地域の景観を

保全する景観行政団体が積極的に指定し、的確な維持管理によって将来にわたって良好な樹木生育
と景観を保全していくための技術資料として利用されることを目的としている。 
同時に、景観重要樹木以外の樹木全般の保全に対する技術資料としての活用も目的としている。

本手引きの目的

 
本手引きは、景観法に基づく景観重要樹木及び地域において保全すべき樹木全般に適用するもの

である。 

本手引きの適用範囲 

 
第 1 章 景観重要樹木の基本的事項 
     景観重要樹木について、景観法における位置づけを示すとともに、具体的なイメージ像

と指定事例について紹介した。さらに、景観重要樹木の指定にあたっての基準と方針につ
いて解説した。 

第 2 章 景観重要樹木の保全の基本的事項 
     景観重要樹木の保全の必要性や保全目標について解説し、保全する際の望ましい体制や

景観重要樹木の活用についても説明した。 
第 3 章 景観重要樹木の保全の取り組み方（調査・診断編） 
     景観重要樹木の生育状況や景観についての調査・診断方法における着目点を示し、具体

的な調査・診断の内容について説明した。 
第 4 章 景観重要樹木の保全の取り組み方（保全計画の立案編） 
     景観重要樹木の保全計画について、保全目標の設定や保全作業の選定について解説する

とともに、保全計画書等の作成方法を示した。 
第 5 章 景観重要樹木の保全の取り組み方（施工・管理編） 
     景観重要樹木の保全のための施工・管理について、作業実施時に配慮すべき基本的な事

項と保全のための各作業を実施する際の留意事項を解説するとともに、保全作業後の効果
検証の必要性を示し、その方法について説明した。 

資料編 1．景観法及びその関連法令等 
2．書式の記入例 
3．参考文献と写真出典 

本手引きの構成
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第１章 景観重要樹木の基本的事項

景観重要樹木の指定事例･･･p16 
【①単体型（山の神）】山形県大江町のスギ 

 

■名    称：松保の大杉 
■指 定 番 号：第 2号 
■指定年月日：平成 20 年 12月 14日 
■所 在 地：山形県西村山郡大江町大字小清 
■松保の大杉は、樹齢およそ 1,100 年、山あいに

そびえる県下で最大級の杉の巨樹で、円錐形の
樹形は一樹で森を形づくっている。 

■昭和 28 年 8 月 31 日に山形県指定天然記念物に
指定されている。 

 

【②列・群型（歴史的街道の街路樹）】滋賀県彦根市のいろは松 
 ■名    称：いろは松 

■指 定 番 号：第 1号 
■指定年月日：平成 20 年 8 月 20日 
■所 在 地：滋賀県彦根市金亀町 
■彦根市のシンボルとして、金亀町の彦根城中堀沿いの
「いろは松」33本を景観重要樹木に指定。 
■「いろは松」は、彦根藩二代藩主、井伊直孝（1590～1659）

が、諸国から竹材を取り寄せて城内に植栽する際、土佐
から移して植えたとされる。当時は「いろは 47 文字」
になぞらえ、「いろは松」と言われたのが由来。現在は、
枯れた松もあり 33本となっている。 

■樹齢 300 年以上とされる老木から 15 年前後のものまで
延長約 143メートルにおよぶ。 

 

景観重要樹木の指定のメリット･･･p19 
 

専門家等による適
正な管理が 
実施できる 

規制･命令･勧告 
による保護が 
担保される 

 
適切な保全 
が担保される 

各種の補助・優遇 
措置を受けること 
が可能となる 

景観重要樹木
の指定がなさ
れると……！ 

規制 

優遇
措置 

勧告 

命令 

管理
義務 

管理
代行 

補助 

景観重要樹木の指定基準と方針･･･p31 
 

 

景観的価値 

コミュニ
ティ性 

自然・ 
生物性 

希少性 

生活性 

文化性 

指標性 

歴史性 

観光性 

景観的価値 地方自治体の主な指定要件 イメージ写真 

指標性 

①樹高や樹形、大きさから地域のシンボル的なもの（「樹高
5m を超える」、「幹周 1.2m 以上」などと規定している景観行
政団体もある）。 
②アイストップ・ランドマークなど指標性を有するもの。 
③樹木を望見しやすく、視覚的な障害がないもの。 

 

コミュニ
ティ性 

①地域の人々が長年慣れ親しんできたもの。 
②地域の活性化の資産となるもの。 
③地域の暮らしに密着しているもの。 
④多くの人々の思い出を象徴するもの。 
⑤地域住民による保護や維持管理が取組まれているもの。 

 

文化性 

①樹木が地域の伝承や風土・風習と結びついているもの。 
②芸術・文化などで取り上げられたもの。 
③著名人により植樹されたなど、謂れのあるもの。 
④愛称や由来、由緒を有するもの。 

 

 

景観重要樹木とは･･･p9 
景観重要樹木とは、 
景観法に基づき、景観計画区域内

において特に良好な景観を形成し
ている樹木を適正に保全していく
ために指定するものである。 
 

景観重要樹木の指定の基準 
（景観法施行規則第十一条） 
一  地域の自然、歴史、文化等か
らみて、樹容が景観上の特徴を有
し、景観計画区域内の良好な景観の
形成に重要なものであること。  
二  道路その他の公共の場所から
公衆によって容易に望見されるも
のであること。 
 
なお、細かな指定基準は各自治体

の裁量にゆだねられている。

平成 22 年 1 月現
在、景観重要樹木とし
て指定されている樹
木は全国で 9 樹種
217本である。

（1）規制、命令、勧告による保護 
景観行政団体（行政）は、樹木の現状変更等に対して規制

したり、原状回復を命じたりすることができる。 
（2）所有者の管理コストの軽減 

樹木所有者（個人）は、景観行政団体等との管理協定を結
ぶことで、管理を代行してもらうことが可能となる。 
（3）各種の補助、優遇措置（景観形成総合支援事業） 

景観重要樹木の買取、枯損・倒伏防止措置等が支援される。
（4）適切な保全 

所有者・管理者に管理義務が生じ確実な施工が実施される。

景観行政団体は、「景観計画」の作成において、地域
の特性を踏まえた上で、樹木の樹容や樹種、歴史・文
化的な価値等についての具体的な考え方を整理し、「景
観重要樹木の指定方針」を設定する。 

   

景観重要建造物 景観重要建造物 

景観地区 

景観重要公共施設 

海岸 

港湾 

都市公園 

河川 

道路 

景観地区 

景観計画区域 

自然公園 

景観重要建造物 

準景観地区 

市街化区域 

市街化調整区域 

都市計画区域内 

都市計画区域外 

景観重要樹木(①単体型) 
景観農業振興地域 

整備計画区域 

景観重要建造物 

 

景観重要樹木(③一体型) 

景観重要樹木(③一体型) 

景観重要樹木(①単体型) 

景観重要樹木(②列･群型) 

景観重要樹木(④生垣型) 

景観重要樹木(②列･群型) 
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 改善後 

生垣による
修景 

電柱・電線の埋設

資材を撤去し、
花壇を造成 

樹種の変更 
周辺の建築物の色彩を落
ち着いたものに統一 

治療等による 
樹勢回復 

第２章 景観重要樹木の保全の基本的事項
景観重要樹木の保全目標･･･p41 

景観重要樹木の活用と安全管理･･･p65 

 

②良好な景観の確保 
景観重要樹木の景観特性を

踏まえた保全 

①良好な樹木生育の確保 
景観重要樹木の良好な生育

を維持する保全 

景観重要樹木 
の適切な保全へ 

「管理の方法の基準」に基づく管理

 

住民 
（地域に住む人々） 

事業者 
（地域の法人） 

地方公共団体・市町村 
（景観行政の主体） 

 

景観協議会 
専門家 

（樹木医） 

（学識経験者） 

（ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟｱｰｷﾃｸﾄ） 

地方公共団体・都道府県 
（広域的支援） 

＝景観行政団体 
国 

景観整備機構 

 

景観重要樹木の保全体制･･･p53 

景観行政団体が定める「管理の方法の基準」においては、①良好な樹木生育の確保、②良好な景
観の確保を主目標とする。 

①清掃や除草、病虫害の防除、施肥や枝葉の剪定等を実施するが、幹の腐朽や空洞化、枝葉の減
少や枯損、根の切断や腐朽等の問題を抱えたものが多いことが予想される巨樹や老樹においては、
あらかじめ調査・診断を実施した上で、適切な保全計画を立て、樹勢の回復や衰退要因の除去等を
行うことにより、良好な生育状態を維持することを目標とする。 

②樹木自身の備え持つ樹姿の美しさや特徴を優先させ、それらの景観的な機能を維持・向上させ
ることを目標とする。 

景観重要樹木の保全においては、 
①管理者（景観行政団体）、 
②住民、 
③事業者（企業・団体） 

の 3 者により、それぞれが社会的責任を認識した上で、協働
で実施していくことが望ましい。 
実施にあたっては、それぞれの立場で必要とされる分野の専

門家等の参画を募って、意見を聞いたり、技術的な指導を受け
ながら実施する必要がある。 

地域にある景観重要樹木を活用し、様々な取り組
みやイベントを実施することで、住民が樹木や身近
なみどりの大切さを理解し、保全活動への理解や興
味を得る機会となる。 

保全にあたっては、①樹木周辺の通行者や利用者、
人工物等（建物、車、道路）への安全への配慮、②
管理を実施する際の作業者の安全への配慮、③イベ
ントを実施する際の参加者の安全への配慮の３つの
安全対策が必要である。 

 

 
    

梢端の枯損
 

枝折れ   

    

枝の損傷 
  

根の切断

枝の枯損枝の亀裂   

幹の損傷  
幹の亀裂   

害虫による穿孔 
キノコの発生

キノコの発生

根の露出   土壌の固結  
 

空洞・腐朽  

  
葉の小型化   

葉の変色 
  

過剰な盛土による呼吸障害   
  

樹皮の剥がれ

巻き込み不良   

葉の量の減少 

養分の欠乏 

 

樹木の周囲には景観
を阻害する資材の堆
積は避ける 

周辺の建築物の色彩は、樹
木に配慮して落ち着いた
ものとなるようにする 

樹木の周囲には景観
を阻害する看板の設
置は避ける 

不法な駐輪自転車は
撤去して、違法駐輪
がないようにする 

協働して守り育てる景観重要樹木 
生育が不良な場合には、保全対策を
実施する 

樹木を引き立てるよう電
柱・電線の埋設を検討する 

景観とそぐわない樹木に
ついては、伐採・樹種変
更について検討する 

改善前 

構造物による塀は、自
然な素材や樹木によ
る生垣等で修景する 
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 第３章 景観重要樹木の保全の取り組み方（調査・診断編） 

基礎調査･･･p82 

外観診断･･･p96 

詳細調査･･･p118 

  

  

 

 

樹木の基礎的な情報に加え、簡易な方法で樹木の生育
状況と樹木の景観上の状況について調べ、それぞれの問
題点の有無と内容を明らかにするために行うものであ
り、以下の３つの調査からなる。 

①概況調査 
「樹木に関する基本的な事項」、「樹木の地域性に

関する事項」、「景観に関する基本的な事項」につい
て把握する。 

②生育調査 
「樹木の生育状況」、「保護材等の状況」、「周辺環

境」等について把握する。 
③景観調査 

「景観阻害要素の有無」、「周辺との調和性」、「樹
木自体の見映え」、「保護材等の調和状況」、「治療痕
等の調和状況」等について把握する。 

健全度診断結果において「詳細調査が必要」と判定された
場合に実施するものであり、以下の 3つの調査からなる。 
①土壌調査 
  物理的な診断項目として「透水性」、「土壌硬度」、「保
水性」、「土性」等を、化学的な診断項目として「有害物
質」、「土壌酸度」、「土壌養分」等を把握する。 

②根系調査 
  「樹木根系の生育（発根）状況や伸長状況」、「病害の
有無」、「分布範囲（根域）」、「隣接木の根系の進入状態」
等を把握する。 

③腐朽診断 
  樹幹等に腐朽部の存在が間接的（キノコの発生等）に
判断された場合に、腐朽や空洞の状況を専用の診断機器
を用いて定量的に把握する。

生育調査結果において「外観調査が必要」と判定された場合に実施
するものであり、以下の３つの調査からなる。 
①生育環境調査 
  「樹木形状寸法」、「気象条件」、「立地環境」、「希少動植物」等
を把握する。 

②管理・治療履歴調査 
  「主な管理履歴」、「過去の処置・治療履歴」、「保護材等の設置
状況」、「その他工作物の設置状況」を確認するとともに、管理作
業等の効果を把握する。 

③健全度調査 
  「活力度」、「樹皮枯死・欠損・腐朽部」、「開口空洞」、「キノコ」、
「木槌打診（異常音）」、「分岐部・付根の異常」、「鋼棒貫入異常」、
「不自然な樹形傾斜」、「樹体の揺らぎ」、「ガードリングルーツ」、
「根の露出・腐朽」、「病虫害」、「植栽基盤の異常」、「樹木保護材
等の異常」等について把握する。 

（②樹木を取り巻く景観）
（②樹木を取り巻く景観）

（④樹木の周辺環境） （③樹木の保護材等）

（①樹木自体の生育状況）

（②樹木を取り巻く景観）

■建物との不調和

■植桝の損傷

■様々な景観阻害要因

■樹木の衰退

■樹木治療跡の不調和

■保護柵の損傷

（③樹木の保護材等）

■支柱の損傷

（④樹木の周辺環境）

■隣接木の被圧

梢端の枯損

枝の亀裂

幹の損傷

枝折れ

巻き込み不良

幹の亀裂

無数の孔

キノコの発生

キノコの発生

根の露出

樹皮の剥がれ

土壌の固結

養分の欠乏

空洞・腐朽

葉の量の減少

葉の小型化

葉の変色
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第４章 景観重要樹木の保全の取り組み方（保全計画の立案編）
保全計画書の作成･･･p159 

実施計画書等の作成･･･p187 

保全計画書は、保全にあたっての基本方針、目指
すべき目標像と目標達成までの期間（短期・中期・
長期）、目標を達成するための保全対策の作業項目及
びその費用の概算を簡潔にとりまとめる。 

「保全計画書」の記載内容を補足す
る情報として、「保全対策の実施年度」、
「実施時期」、「実施体制」、「作業費用」、
「作業内容」、「作業手順」等について
簡潔にとりまとめる。 

施工計画書の作成･･･p192 

計画の実施にあたっての全体像を示すものとし
て、「保全計画書」及び「実施計画書」で整理した
内容を見ながら、どの作業項目を、いつ、どこで、
誰が、実施するのかについて、「施工体制表」と「作
業工程表」にとりまとめる。 

現況 目標像 
  

現況の問題点を示した図 問題点を改善した後の図 
 

梢端の枯損 

根の再生 

枝の亀裂 

枝折れ

幹の亀裂 無数の孔 
キノコの発生

キノコの発生

根の露出 土壌の固結 
養分の欠乏 

空洞・腐朽

葉の量の減少
葉の小型化 
葉の変色 

保護柵の設置 

空洞・腐朽部の
巻き込み 樹皮の再生 

枝葉の再生 

枯枝の剪定及び 
枝葉の再生 

樹勢の回復 

枝の回復 

  

巻き込み不良

樹皮の剥がれ幹の損傷
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第５章 景観重要樹木の保全の取り組み方（施工・管理編） 

日常管理･･･p212 

生育・景観改善･･･p219 

治療・回復･･･p236 

実施報告書、検証調査･･･p249 

 

生育・景観面において特に問題のない樹木に
対して行うもので、清掃・除草や人力でできる
簡単な土壌改良、定期的な樹木の観察等のよう
な、比較的作業が簡易なものからなり、樹木の
健全な状態を維持するために実施するもので
ある。作業にあたっては、景観行政団体、住民、
事業者等が積極的に実施することが望ましい。

樹木の軽微な問題
点を改善するために
実施するもので、「灌
水」、「整枝剪定」、「病
虫害防除」、「部分的な
植栽基盤整備」、「保護
材等の整備」、「周辺環
境の整備」等からな
り、それぞれの専門家
が実施することが望
ましい。 

樹木の重大な問題
を改善するために行
うものであり、植栽基
盤の土壌を全面的に
大規模に改良したり、
樹木の腐朽部に外科
的な処置を施すなど、
極めて専門的かつ特
殊な技術を要する作
業で構成され、作業に
あたっては、それぞれ
の専門家が実施する
ことが望ましい。 

「実施報告書」は、
「生育・景観改善」及
び「治療・回復」の実
施内容を記録する。 

「効果検証」は、「生
育・景観改善」と「治
療・回復」の効果を確
認するものであり、両
方とも樹木の生育状
況等を把握すること
により効果を検証す
るものである。 
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実 施 報 告 書 

作業日    年   月   日 天候  作成者  

樹種名  樹木名  

所在地  

実施者  作業責任者  

作業従事者  

作業項目名  

作

業

内

容 

 

作業実施前 作業実施後 

作 

業 

箇 

所 

※写真添付 ※写真添付 

所

見 
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検 証 調 査 票（生育・景観改善） 

作成・確認日 年   月   日 作成者  

樹木名  樹種名  

所在地  

治療年月日 年   月   日 経過期間 □ 1年間 □ ３年間 □ ５年間 

対策実施前 対策実施後（現在） 

生
育
状
況
（
写
真
） 

                                              

作業項目 効果の有無 保全目標像 

①灌水 □あり □少し □なし 

②剪定 

〔□整枝剪定、□枯枝処理〕 
□あり □少し □なし 

③病虫害防除 

〔□薬剤散布、□捕殺、□コ

モ巻き、□罹病部等の切除〕 

□あり □少し □なし 

④植栽基盤整備 

〔□土壌改良、□排水工、□

植栽基盤拡張〕 

□あり □少し □なし 

⑤保護材等の整備 

〔□樹体保護、□土壌踏圧防

止対策、□気象害対策〕 

□あり □少し □なし 

効

果

検

証 

項

目 

⑥周辺環境の整備 

〔□被圧木等の処置、□近接

物の処置、□解説板等の整備〕 

□あり □少し □なし 

 

1.効果が見られる   2.多少は効果が見られる   3. 全く効果が見られない 
所

見 
 

今

後

の

対

応 

 

※必要に応じて作成すること。 

 
検 証 調 査 票（治療・回復） 

作成・確認日 年   月   日 作成者  

樹木名  樹種名  

所在地  

治療年月日 年   月   日 経過期間 □ 1年間 □ ３年間 □ ５年間 

対策実施前 対策実施後（現在） 

                                              

作業項目 効果の有無 保全目標像 

① 剪定 

〔□整姿剪定、□ロープワー

クによる剪定〕 

□あり □少し □なし 

②病虫害防除（マツ材線虫病

の防除） 
□あり □少し □なし 

③植栽基盤整備（土壌改良） □あり □少し □なし 

④空洞部・腐朽部の処置 

〔□幹・枝、□根系〕 
□あり □少し □なし 

⑤樹勢回復処置 

〔□不定根育成、□若木接

ぎ・根接ぎ〕 

□あり □少し □なし 

効

果

検

証 

項

目

⑥後継樹の育成 

〔□挿し木、□接ぎ木、□取

り木〕 

□あり □少し □なし 

 

1.効果が見られる   2.多少は効果が見られる   3. 全く効果が見られない 
所

見 
 

今

後

の

対

応 

 

※必要に応じて作成すること。 
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景観重要建造物 景観重要建造物 

景観地区 

景観重要公共施設 

海岸 

港湾 

都市公園 

河川 

道路 

景観地区 

景観計画区域 

自然公園 

景観重要建造物 

準景観地区 

市街化区域 

市街化調整区域 

都市計画区域内 

都市計画区域外 

景観重要樹木(①単体型) 
景観農業振興地域 

整備計画区域 

景観重要建造物 

 

景観重要樹木(③一体型) 

景観重要樹木(③一体型) 

景観重要樹木(①単体型) 

景観重要樹木(②列･群型) 

景観重要樹木(④生垣型) 

景観重要樹木(②列･群型) 




